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▼事業主で出願時も基準日においても開店準備中 ← ソムリエの受験不可 
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8. 【ソムリエ・エクセレンス受験の方へ（抜粋）】   
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1. ソムリエ／ソムリエ・エクセレンスの受験資格 

 

ソムリエの職務が本職
．．
（主たる職業・職務）であり、全収入の６０％以上

．．．．．．．．．
をソムリエの職務＊3により得て

いることが必須条件となります（過去の経歴を含めた全ての期間）。 

ソムリエの職務が副業
．．
の場合、本職

．．
（主たる職業・職務）ではないため、ソムリエの受験は不可

．．．．．．．．．．
となり

ます（書類審査において不合格となります）。 

 

＜ソムリエ＞ 

一般 上述の条件を全て満たしており、いずれかのソムリエの職務＊3を「就労時間月90時間以上の勤務で通算

3年以上」経験し、基準日＊1においても同条件で従事している方 

会員 基準日＊1において、会員歴が2年以上あるJ.S.A.正会員および賛助会員在籍者 

上述の条件を全て満たしており、いずれかのソムリエの職務＊3を「就労時間月90時間以上の勤務で通算

2年以上」経験し、基準日＊1においても同条件で従事している方（会員歴が2年未満の会員は一般の受験

資格となります） 

*1 ソムリエの基準日：2024年8月31日 

 

＜ソムリエ・エクセレンス＞ 

• J.S.A.ソムリエおよびJ.S.A.ワインアドバイザー資格認定者 

• ソムリエおよびワインアドバイザー資格認定後3年目以降の方（1985〜2021年認定） 

• ソムリエ・エクセレンス呼称を保有していない方 

（2013年〜2023年にシニアソムリエ、シニアワインアドバイザー、ソムリエ・エクセレンス呼称に合格された

方は受験不可。2012年以前にシニアソムリエ、シニアワインアドバイザー呼称に合格された方は受験可。） 

上述の条件を全て満たしており、いずれかのソムリエの職務＊3を「就労時間月90時間以上の勤務で通算10年

以上」経験し、基準日＊2においても同条件で従事している方 

*2 ソムリエ・エクセレンスの基準日：2024年10月7日 
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2.＊3 ソムリエの職務 

 

◆酒類・飲料を提供する飲食サービス 

◆酒類・飲料の管理・仕入れ、輸出入、流通・卸、販売、製造 

◆酒類・飲料に携わる教育機関講師 

◆酒類・飲料に関するコンサルタント 

 

飲食サービスの内容は、 

料理を提供する場（飲食の場）において、酒類・飲料を提供し、酒類・飲料の適切な紹介やアドバイス、接客のサ

ービスをする者、または調理従事者を指します(目安：全業務の
．．．．

60
．．
％以上
．．．

の従事が必須)。 

サービスを伴わない料理のみ製造・調理をする場合は該当しません。 

例として、仕出し弁当（宅配デリバリー）・弁当屋（テイクアウト）の調理・販売、キッチンカーでの調理・販売、学

校・病院での調理・配膳は、料理を提供する場（飲食の場）がないため、原則ソムリエのご受験はできません。 

 

管理・仕入れ、輸出入、流通・卸、販売、製造の内容は、 

酒類・飲料を製造・仕入れ・管理・輸出入・流通・卸・販売する場において、酒類・飲料の取り扱いを主とした業務

に直接的に
．．．．

携わる
．．．

者を指します(目安：全業務の
．．．．

60
．．
％以上
．．．

の従事が必須)。 

受験者ご本人
．．．．．．

が酒類・飲料を取り扱う業務に直接的に携わっていない場合は該当しません。 

 

教育機関講師の内容は、 

専門学校や料理教室などの教育機関において、酒類・飲料に携わる授業や講義を行う講師を指します(目安：全
．

業務の
．．．

60
．．
％以上
．．．

の従事が必須)。 

酒類・飲料に関係のない（取り扱いのない）授業や講義は該当しません。 
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コンサルタントの内容は、 

酒類・飲料に関するコンサルティングやプロデュース業務に携わる者を指します(目安：全業務の
．．．．

60
．．
％以上
．．．

の

従事が必須)。 

酒類・飲料のコンサルタントとは、酒類・飲料の選定、酒類・飲料を含めたメニュー開発やマニュアル作成、酒類・

飲料と料理のペアリング、酒類・飲料の品質管理、飲料サービスの実務研修、酒類・飲料のイベント主催 等、 

酒類・飲料に直接的に携わる
．．．．．．．

コンサルティングやプロデュース業務を指します。 

受験者ご本人
．．．．．．

が酒類・飲料に関するコンサルティングやプロデュースに直接的に携わっていない場合は該当し

ません。 

例として、飲食業の顧客のコンサルタント（中小企業診断士、経営士、経営コンサル、財務・人事コンサル、IT系

コンサル 等）は、経営・財務・人事・ITのコンサルティングであり、酒類・飲料に関するコンサルティングに含ま

れません。 

 

 

3. 書類提出について 

 

受付期間： 2024年 10月 18日㈮ 〜 10月 29日㈫ 必着 ※要修正 

対 象 者： ソムリエ 二次試験通過者（三次試験受験者） 

 ソムリエ・エクセレンス 筆記試験通過者（テイスティング・実技受験者） 

上記の受験者は、全員、受付期間内に「職務経歴書
．．．．．

」の提出をいただきます。 
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4. その他必要書類ついて 

 

雇用形態に関わらず、書類審査の際、「業務内容」「勤務時間数」「主たる収入の確認」「ソムリエの職務が本職か」

「ソムリエの職務が全収入の60%以上が」を証明いただくため、以下の書類の提出を求めることがあります。 

① 給与明細 

（契約社員・パート・アルバイト・派遣雇用の方/その他の方にも提出を求める場合も有/1ヶ月分、コピー可/会

社名、支給年月、受給者名、月間勤務時間数の表記必須/現職の場合は2024年8月31日以前の給与明細） 

② 従事証明書 

（契約社員・パート・アルバイト・派遣雇用の方、料理教室・教育機関講師・コンサルタントの方/その他の方にも

提出を求める場合も有/勤務先にて記入・押印、受験者が記入した場合は受理しない） 

③ 月間スケジュール表・月間シフト表 

（料理教室・教育機関講師・コンサルタントの方/その他の方にも提出を求める場合も有/月間勤務時間数の記

載必須/勤務先の証明印必須） 

④ 会社概要・パンフレット 

（料理教室・教育機関講師・コンサルタントの方/その他の方にも提出を求める場合も有/事業内容の分かるもの） 

⑤ 確定申告書または源泉徴収票のコピー 

（料理教室・教育機関講師・コンサルタントの方、個人事業主・事業主の方/確定申告書は税務署印押印済） 

⑥ 青色申告決算書のコピー（個人経営で専従者給与の対象の方/専従者給与の内訳必須/税務署印押印済） 

⑦白色収支内訳書のコピー（個人経営で専従者給与の対象の方/税務署印押印済） 

⑧ 営業許可証のコピー（事業主の方/事業主以外の方にも提出を求める場合も有） 

⑨ 酒類販売免許のコピー（事業主の方/事業主以外の方にも提出を求める場合も有） 

⑩ 印鑑登録証明書（教育機関講師・コンサルタントの代表者、個人事業主の方/3ヵ月以内、コピー可） 

⑪ 業務委託契約書のコピー（個人事業主の方/甲乙の証明印必須） 

⑫所得課税証明書（業務委託の方、①、⑤、⑥、⑦で収入があることが証明できない方/コピー可） 

⑬ 履歴事項全部証明書（事業主の方/事業主以外の方にも提出を求める場合も有/3ヵ月以内、コピー可） 

⑭ 法人税申告書のコピー（事業主の方/税務署印押印済） 

⑮ 決算報告書または事業報告書のコピー（事業主の方） 

⑯ 酒類の販売数量等報告書のコピー（事業主の方/税務署印押印済） 

⑰「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書のコピー 1～4面（事業主の

方/税務署印押印済） 
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5. 募集要項に記載の重要事項の説明 

過去の経歴も含め雇用形態に関わらず、勤務先の主たる事業が酒類・飲料に該当しない、または職種が 

「その他ソムリエ職種」の場合、「従事証明書」をご提出いただきます。 

 

5-1. 勤務先の主たる事業が酒類・飲料に該当しない／職種が「その他ソムリエ職種」に該当する方 

 

商社、ネット通販会社、スーパー、食材の輸出入・販売会社、ケーキ・パンの製造・販売会社、夜間営業で酒を出

す飲食店（スナック、パブ、クラブ、ラウンジ、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバー等）に勤務する者を指しま

す。該当の方は、正社員であっても「従事証明書」の提出が必要です。 

 

また、上述以外で、主たる業種が酒類・飲料に該当しない（建設業、不動産業、製造業、士師業〔弁護士・司法書

士・税理士・公認会計士・中小企業診断士〕等）の方は、酒類・飲料に直接的に携わる
．．．．．．．

業務を全業務の
．．．．

60
．．
％以上
．．．

従事している事を書面で証明（公的証明または委託先・元の証明）いただけない場合は、受験されても書類審
．．．

査において不合格
．．．．．．．．

（書類不備・受験資格なし）となります。 

 

ソムリエの職務が副業
．．
の場合も、本職

．．
（主たる職業・職務）ではないため、受験されても書類審査において不合

．．．．．．．．．．

格
．
（受験資格なし）となります。 
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過去の経歴も含め正社員以外の従事を経験年数に加算する場合は、就労時間月 90時間以上勤務し、 

その収入において生計を立てていること（主たる収入であること）が条件となります。その場合、給与明細

（コピー可）または従事証明書、必要に応じて青色申告決算書（専従者給与の内訳など）をご提出いただき 

ます。無給での従事は証明ができないため、従事年数として含めることができません。 

 

5-2. 扶養控除内で従事されている方 

従事時間が毎月
．．

90時間以上でない場合、月 90時間に満たない月は従事期間として申請することはできま

せん（経験年数に含める事はできません）。職務経歴書および従事証明書提出時、月 90時間に満たない月は、

経験年数から差し引いてください。 

 

5-3. 学業と並行して従事されている方 

学業と並行してソムリエ職種のご勤務をされている場合、正社員雇用であっても学業優先ですので、「従事証

明書」のご提出が必要です。 

学生の期間から卒業後まで同じ勤務先で従事されている場合、「学生の期間」と「卒業後の期間」は、勤務時間

数が異なる場合が多いため、職務経歴書には勤務時間を分けて記載してください（勤務時間が全く変わらない

場合はその旨を記載）。 

また、親の扶養控除内で従事されている場合は、5-2の「扶養控除内で従事されている方」もご確認ください。 

 

5-4. 青色または白色事業専従者の方 

第三者の証明が必要となりますので、青色申告決算書（専従者給与の内訳必須）または白色収支内訳書の提出

をいただきます。 

就労時間月 90時間以上勤務し、その収入において生計を立てていること（主たる収入であること）が必須と

なります。 

 

5-5. 家業として従事（手伝い）されている方 

無給での従事は証明ができませんので、その間の従事は従事年数として申請することはできません。給与明細

または上述の青色申告決算書または白色収支内訳書のどちらかの提出をいただきます。書類の提出が出来な

い場合、受験されても書類審査において不合格
．．．．．．．．．．．

（受験資格なし）となります。 
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6. ソムリエの職種：受験対象の事例 

 

▼商社、ネット通販、スーパーに勤務しており、酒類・飲料も取り扱っている 

▼食材の輸出入・販売をしており、酒類・飲料も取り扱っている 

勤務先が酒類・飲料を扱っていても、原則、受験者ご本人
．．．．．．

が酒類・飲料の担当でない場合は、ソムリエの受験は
．．．．．．．．

不可
．．
。 

勤務先の主たる業種が「酒類・飲料」に該当しないため、受験者
．．．

ご本人
．．．

が酒類・飲料の担当である場合は、正社

員であっても「従事証明書」の提出が必要。 

「従事証明書」に受験者が酒類・飲料のどのような業務に携わっているのかを勤務先にて詳細に明記すること

（受験者ご本人が記載した場合は受理しない）。 

また、「職務経歴書」および「従事証明書」の入社・退社には、受験者ご本人
．．．．．．

が酒類・飲料の担当として携わって

いる期間を記載すること。 

必要に応じて、酒類販売免許（コピー）、勤務先のパンフレット、月間スケジュール表・月間シフト表等の提出を求

める場合がある。 

代表者が受験する場合は、会社の全事業の 60％以上が酒類・飲料の売り上げである証明が必要。酒類販売免

許（コピー）の提出必須。必要に応じて、履歴事項全部証明書、確定申告書、法人税申告書の他、酒類の販売数

量等報告書、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書 1～4面、決算報告書また

は事業報告書の提出を求める場合がある。 

 

▼ケーキ・パンの製造・販売をしており、酒類・飲料も取り扱っている 

ショーケース等で飲料の販売をしている場合は、主たる業務（ケーキ・パンの製造や販売）より、ショーケース内

の飲料の販売が全体業務の 60％以上に該当するとは考えにくいため、ソムリエの受験は不可
．．．．．．．．．．

。 

勤務先が酒類・飲料を扱っていても、原則、受験者ご本人
．．．．．．

が酒類・飲料の担当でない場合、ソムリエの受験は不
．．．．．．．．．

可
．
。 

ただし、料理を提供する場（飲食スペース）があり、ケーキ・パンの製造・販売と共に受験者ご本人
．．．．．．

が酒類・飲料

のサービスを伴う場合は、ソムリエ受験に該当する。 

勤務先の主たる業種が「酒類・飲料」に該当しないため、受験者ご本人
．．．．．．

が酒類・飲料のサービス担当である場合
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は、正社員であっても「従事証明書」の提出が必要。 

「従事証明書」に受験者が酒類・飲料のどのような業務に携わっているのかを勤務先にて詳細に明記すること

（受験者ご本人が記載した場合は受理しない）。 

また、「職務経歴書」および「従事証明書」の入社・退社には、飲食スペースが設けられ受験者ご本人
．．．．．．

がサービス

業務に携わっている期間を記載すること。 

必要に応じて、営業許可証（コピー）、勤務先のパンフレット、メニュー表、月間スケジュール表・月間シフト表等

の提出を求める場合がある。 

代表者が受験する場合は、会社の全事業の 60％以上が酒類・飲料・飲食の売り上げである証明が必要。営業

許可証（コピー）の提出必須。必要に応じて、履歴事項全部証明書、確定申告書、法人税申告書の他、決算報告

書または事業報告書の提出を求める場合がある。 

 

▼スナック、パブ、クラブ、ラウンジ、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバー等 に勤務する方 

勤務先が酒類・飲料を扱っていても、原則、受験者ご本人
．．．．．．

が接客のみ、または調理のみで、酒類・飲料のサービ

スをされていない場合は、ソムリエの受験は不可
．．．．．．．．．．

。 

受験者ご本人
．．．．．．

が、接客において酒類・飲料のサービス、または調理およびサービスを伴う場合は、ソムリエ受験

に該当する。 

職種が「その他ソムリエ職種」に該当するため、受験者ご本人
．．．．．．

が酒類・飲料のサービス担当である場合は、正社

員であっても「従事証明書」の提出が必要。 

「従事証明書」に受験者が酒類・飲料のどのような業務に携わっているのかを勤務先にて詳細に明記すること

（受験者ご本人が記載した場合は受理しない）。 

必要に応じて、営業許可証（コピー）、勤務先のパンフレット、メニュー表、月間スケジュール表・月間シフト表等

の提出を求める場合がある。 

受験者が個人事業主の場合、職務経歴書にはご自身で証明・押印を行い、押印した印鑑の印鑑登録証明書、確

定申告書をご提出いただく。従事証明書には契約先（勤務先）の代表に証明・押印をしていただく。業務委託契

約をしている場合、「従事証明書」に受験者が酒類・飲料のどのような業務に携わっているのかを契約先（勤務

先）にて詳細に明記すること（受験者ご本人が記載した場合は受理しない）。全事業の 60％以上が酒類・飲料・

飲食の収入である証明が必要。必要に応じて、業務委託契約書（経験年数・従事期間に含める全ての契約書）、
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月間スケジュール表・月間シフト表の提出を求める場合がある。 

代表者が受験する場合は、会社の全事業の 60％以上が酒類・飲料・飲食の売り上げである証明が必要。営業

許可証（コピー）の提出必須。必要に応じて、履歴事項全部証明書、確定申告書、法人税申告書の他、決算報告

書または事業報告書の提出を求める場合がある。 

 

▼仕出し弁当（宅配デリバリー）・弁当屋（テイクアウト）で調理・販売をしている 

▼キッチンカーで調理・販売をしている 

食べ物やお弁当と共に酒類・飲料の販売をしている場合は、主たる業務（お弁当の調理や販売）より、酒類・飲料

の販売が全体業務の 60％以上に該当するとは考えにくいため、ソムリエの受験は不可
．．．．．．．．．．

。 

常時、料理を提供する場（飲食の場）がない場合、ソムリエの受験は不可
．．．．．．．．．．

（宅配デリバリー専門、テイクアウト専門

の弁当屋、キッチンカーで飲食の場がない等）。 

ただし、常時、料理を提供する場（飲食の場）があり、お弁当の調理・販売と共に受験者ご本人
．．．．．．

が酒類・飲料のサ

ービスを伴う場合は、ソムリエ受験に該当する。 

受験者ご本人
．．．．．．

が調理・販売および酒類・飲料のサービス担当である場合は、代表者・正社員であっても「従事証

明書」の提出が必要。 

「従事証明書」に受験者が酒類・飲料のどのような業務に携わっているのかを勤務先にて詳細に明記すること

（受験者ご本人が記載した場合は受理しない）。 

営業許可証（コピー）、メニュー表、飲食の場があることがわかる写真をご提出いただく。必要に応じて、勤務先

のパンフレット、月間スケジュール表・月間シフト表等の提出を求める場合がある。 

代表者が受験する場合は、会社の全事業の 60％以上が酒類・飲料・飲食の売り上げである証明が必要。営業

許可証（コピー）の提出必須。必要に応じて、履歴事項全部証明書、確定申告書、法人税申告書の他、酒類の販

売数量等報告書、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書 1～4面、決算報告書

または事業報告書の提出を求める場合がある。 

 

▼病院・学校で病院食や給食の調理・配膳をしている ← ソムリエの受験不可 

病院、学校は料理を提供する場ではない（飲食スペースではなく、療養の場、勉学の場）ため、ソムリエの受験は
．．．．．．．．

不可
．．
。  
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▼飲食業の顧客のコンサルティングをしている ← ソムリエの受験不可 

▼酒類・飲料に関するコンサルティングをしている 

飲食業（酒類・飲料を扱っている）の顧客のコンサルティングを担当しているという理由でのソムリエ
．．．．

の
．
受験は
．．．

不可
．．
。 

コンサルティングの内容が、「酒類・飲料」に直接
．．
的
．
に関係する内容である事が必要。 

例として、酒類・飲料のコンサルタントとは、酒類・飲料の選定、酒類・飲料を含めたメニュー開発やマニュアル作

成、酒類と料理のペアリング、酒類・飲料の品質管理、飲料サービスの実務研修、酒類・飲料のイベント主催 等。 

受験者ご本人
．．．．．．

が「酒類・飲料」に関するコンサルティングに直接的に携わっている
．．．．．．．．．．

場合は、代表者・正社員であっ

ても「従事証明書」の提出が必要（代表者の場合、契約先に証明・押印いただく）。 

「従事証明書」に受験者が酒類・飲料に関するどのようなコンサルティング内容に携わっているのかを勤務先に

て詳細に明記すること（受験者ご本人が記載した場合は受理しない）。 

業務委託を受けている場合、業務委託契約書（経験年数・従事期間に含める全ての契約書／酒類・飲料のコン

サルタントを委託されたことがわかるもの）の提出をいただく。 

必要に応じて、勤務先のパンフレット、月間スケジュール表・月間シフト表、等の提出を求める場合がある。 

代表者が受験する場合は、会社の全事業の 60％以上が酒類・飲料のコンサルタントの業務である証明が必

要。必要に応じて、業務委託契約書（経験年数・従事期間に含める全ての契約書／酒類・飲料のコンサルタント

を委託されたことがわかるもの）、履歴事項全部証明書、確定申告書、法人税申告書の他、酒類の販売数量等報

告書、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書 1～4面、決算報告書または事業

報告書の提出を求める場合がある。 

 

▼ご家族が事業主の飲食店・ホテル等に“専従者”として勤務している 

受験者が専従者の場合、職務経歴書および従事証明書にはご家族である代表者に証明・押印をしていただく。 

「従事証明書」に受験者が酒類・飲料のどのような業務に携わっているのかを勤務先にて詳細に明記すること

（受験者ご本人が記載した場合は受理しない）。 

第三者の証明も必要となりますので、青色申告決算書（専従者給与の内訳必須）の提出をいただく。 

無給での従事は証明ができませんので、その間の従事は従事年数として含めることはできません（ソムリエの
．．．．．

受験は不可
．．．．．

）。  
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▼ご家族が事業主の飲食店・ホテル等に“正社員”として勤務している 

受験者が正社員の場合、職務経歴書および従事証明書にはご家族である代表者に証明・押印をしていただく。 

「従事証明書」に受験者が酒類・飲料のどのような業務に携わっているのかを勤務先にて詳細に明記すること

（受験者ご本人が記載した場合は受理しない）。 

第三者の証明も必要となりますので、源泉徴収票、確定申告書、所得課税証明書のいずれかを提出をいただ

く。 

入社日が2024年度の場合、源泉徴収票の提出が出来ないため、給与明細（1ヶ月分）の提出をいただく。 

無給での従事は証明ができませんので、その間の従事は従事年数として含めることはできません（ソムリエの
．．．．．

受験は不可
．．．．．

）。 

 

▼飲食店に“個人事業主”として勤務している 

受験者が個人事業主の場合、職務経歴書にはご自身で証明・押印を行い、押印した印鑑の印鑑登録証明書、確

定申告書の提出をいただく。従事証明書には契約先（勤務先）の代表者に証明・押印をしていただく（契約先が

ない場合はご自身で証明・押印を行う）。 

業務委託契約をしている場合、「従事証明書」に受験者が酒類・飲料のどのような業務に携わっているのかを契

約先（勤務先）にて詳細に明記すること（受験者ご本人が記載した場合は受理しない）。 

全事業の 60％以上が酒類・飲料・飲食の収入である証明が必要。営業許可証または酒類販売免許がある場

合、コピーを提出必須。必要に応じて、業務委託契約書（経験年数・従事期間に含める全ての契約書）、月間スケ

ジュール表・月間シフト表の提出を求める場合がある。 

 

▼事業主で出願時も基準日においても開店準備中 ← ソムリエの受験不可 

▼事業主で出願時は開店準備中だが、基準日においては開店している 

受験年度の基準日において「開店準備中」の場合、ソムリエの受験は不可
．．．．．．．．．．

。受験年度の基準日において、開店

（営業）していることがソムリエ受験の前提となる。 

開店準備期間中の事業計画書、店舗の計画図、開業届または法人設立届出書の提出をいただく。 

会社の全事業の 60％以上が酒類・飲料・飲食の売り上げである証明が必要。営業許可証コピーまたは酒類販

売免許コピーの提出必須。必要に応じて、履歴事項全部証明書、確定申告書、法人税申告書の他、酒類の販売
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数量等報告書、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書 1～4面、決算報告書ま

たは事業報告書の提出を求める場合がある。 

 


